
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

団地型マンション実態調査



１．調査目的
団地型マンションの建替えに関する新たな仕組みの検討のための基礎的な資料を得ることを目的として、各団地

型マンションの管理方式、敷地の共有関係及び再生意向等を調査した。

２．団地型マンションの定義
分譲マンションで、同一所在地で2棟以上の住棟が存するもののうち、複数の住棟の区分所有者による敷地の共
有が確認されたもの。

３．調査手法等
アンケート調査(郵送回収）による。
（１）調査対象：東京都内に存する、昭和58年以前に建設された団地型マンション（285団地）

※1
の管理組合

（２）調査時期：平成28年8月
（３）回収状況：116団地/285団地（回収率40.7％）

４．統計上の留意点
（１）グラフ中のｎの値：各設問に対する回答団地数
（２）グラフ中の割合：回答団地数に占める割合（複数回答可の設問及び一部団地において複数の回答がある設問

についても、回答団地数より算出）

■団地型マンション実態調査

※1 平成27年度の国土交通省による調査において、登記簿調査により複数棟で敷地を共有していると確認されたマンション
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問１．団地内の区分所有建物の棟数

問２．団地内で専有部分が10戸以下の棟数

・2～5棟で構成される小規模な団地が5割以上を
占めている。

・一方で、20棟を超える大規模な団地は1割程度
となっている。

・10戸以下の棟を有する団地は約4割となって
いる。

54.3% 14.7% 20.7% 10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区分所有建物の棟数（n=116）

2-5 6-10 11-20 21-

62.0% 24.1% 5.6% 8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専有部分が10戸以下の棟数（n=108）

0 1-5 6-10 11-

注）集会所棟、管理事務所棟、立体駐車場などは集計対象外
（63団地） （17団地） （24団地） （12団地）

（67団地） （26団地） （6団地）（9団地）
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問３．総戸数

問４．空き家の戸数

・総戸数が300戸を超える大規模な団地が約
33％となっている。

・団地内の総戸数に占める空き家の割合が5％
以上の団地が約26％となっている。

・一方、空き家がない団地も約24％となってい
る。

・ただし、本調査結果よりも空き家率が高い又
は低い調査研究もみられ、データの精度には
留意が必要である。

8.7% 17.4% 20.0% 20.9% 11.3% 7.8% 13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総戸数（n=115）

-50 51-100 101-200 201-300

301-400 401-500 501-

24.1% 50.0% 19.6% 6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空き家戸数の割合（n=112）

0% 0-5% 5-10% 10%-

注）この問いにおける空き家とは、賃借人及び買受人を募集中
のもの、区分所有者がセカンドハウス利用、転居、入院、行
方不明等で区分所有者が不在となっているものをいう。

（10団地） （20団地） （23団地） （24団地） （13団地）

（9団地）

（16団地）

（27団地） （56団地） （22団地） （7団地）
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問５．賃貸の戸数

問６．管理方式

・賃貸している専有部分がない団地は約8％で
賃貸利用が大半の団地で行われており、20％
以上の団地が約18％となっている。

・約95％が全棟一括管理方式であり、団地全体
で一元的な管理が行われている。

注）この問いにおける賃貸とは、区分所有者自らが居住せず、
賃借人が入居しているものをいう。 8.2% 49.1% 24.5% 14.5% 3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賃貸戸数の割合（n=110）

0% 0-10% 10-20% 20-30% 30%-

94.8%

3.5%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理方式（n=115）

１．全棟一括管理方式 ２．各棟管理方式 ３．その他

（9団地） （54団地） （27団地） （16団地） （4団地）

（109団地）

（4団地）

（2団地）
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問７．管理主体

問８．附属施設の有無

・平成25年度「マンション総合調査」において、
自主管理のマンションの割合は6.3％であるの
に対し、本調査では自主管理の団地が40％
と高い割合となっている。

・ただし、本調査結果については、自主管理の
割合が高すぎるという意見が学識経験者より
寄せられており、データの精度に留意が必要
である。

・独立した附属施設を有する団地が約90％を占
める。

90.3% 9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

附属施設の有無（n=113）

有 無

注）この問いにおける附属施設とは団地内の住民で共有する
区分所有建物で独立した建物として存在する施設をいう。

【附属施設の例】
管理事務所、管理用倉庫、集会場、立体駐車場 等

（102団地） （11団地）

47

67

1

3

0 20 40 60 80

１．自主管理

２．管理会社に委託

３．第三者管理

４．その他

管理主体について（n=115）

※一部団地に複数回答あり

(40.9%)

(49.6%)

(0.9%)

47団地

(2.6%)

57団地

1団地

3団地

管理主体（n=115）
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問９．団地の敷地の共有関係

・一団の土地が全区分所有者の共有である団
地が約94％を占め、内部に通り抜けのできる
通路（私道）がある団地が最も多い。

37

48

15

4

1

3

0 10 20 30 40 50 60

1

2

3

4

5

6

団地の敷地の共有関係（n=107）

※一部団地において複数回答あり

(34.6%)

(44.9%)

(14.0%)

(3.7%)

(0.9%)

(2.8%)

48団地

37団地

15団地

4団地

1団地

3団地
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問１０．団地内通路の共有形態

・全ての区分所有者で団地内通路を共有してい
る団地が約98％を占める。

管理主体（n=115）
※問９.で「２」「４」と回答した団地が対象

72.3% 25.5% 2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

団地内通路の共有形態（n=47）

１．区分所有建物が存在する土地と同じ

２．区分所有建物が存在する土地とは登記上分筆されており、全ての区分所有者で共有

３．区分所有者が存在する土地とは登記上分筆されており、一部の区分所有者で共有

４．登記上文筆された通路が複数あり、全ての区分所有者で共有している通路と、一部の区分所有者で共有している通路がある

５．その他

（34団地） （12団地） （1団地）
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問１２．その他の共有地の共有形態

・共有地を団地内の全ての区分所有者で共有し
ている団地が、約96％となっている。

※問１１.で「有」と回答した団地が対象

96.4% 3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他の共有地の共有形態（n=55）

１．団地内の全ての区分所有者で共有

２．団地内の一部の区分所有者で共有

３．複数の共有地があり、全ての区分所有者で共有している土地と、一部の区分所有者で共有している土地がある

４．その他

問１１．その他の共有地の有無

・区分所有建物が存在する土地及び団地内通
路（私道）とは別に共有地を持つ団地が約
52％となっている。

注）この問いにおけるその他の共有地とは、区分所有建物が
存在する土地及び団地内通路（私道）とは別に区分所有者
で共有する分筆された土地をいう。

【その他の共有地の使途の例】
駐車場、集会所用地、広場 等

51.8% 48.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他の共有地の有無（n=110）

有 無

（57団地） （53団地）

（53団地） （2団地）
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問１４．耐震診断の結果

・耐震診断の結果、耐震性不足の棟を有する17
団地のうち9団地が全棟耐震性不足（8団地が
一部耐震性不足）となっている。

※問１３.で「１」と回答した団地が対象

問１３．耐震診断の実施

・「実施済」、もしくは「実施の予定はない」の回
答が多い。

注）この問いにおける耐震診断とは専門家による老朽度判定
をいい、構造安全性の判定を実施したものをいう。

60.5% 18.6% 20.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

耐震診断の結果（n=43）

１．全ての棟で耐震性に問題なし

2．一部の棟で耐震性に問題あり

３．全ての棟で耐震性に問題あり

（26団地） （8団地） （9団地）

44

2

20

15

32

1

0 20 40 60

１．実施済

２．実施予定

３．実施を検討中

４．検討したが実施を断念した

５．実施の予定はない

実施中

耐震診断の実施（n=113）

※一部団地において複数回答あり

(38.9%)

(1.8%)

(17.7%)

(13.3%)

(28.3%)

(0.9%)

44団地

2団地

20団地

15団地

32団地

1団地
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問１５．耐震診断を実施しない理由

・「現状で耐震性は十分だと考えているから」及
び「一時金徴収などの必要があり、費用負担
が過大であるから」と回答している団地が多
い。

12

3

15

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

１．一時金徴収などの必要があり、費用負担が過大であるから

２．耐震性不足と判定された場合、資産価値が低下するから

３．現状で耐震性は十分だと考えているから

４．その他

耐震診断を実施しない理由（n=32）

※一部団地ににおいて複数回答あり

※問１３.で「４」「５」と回答した団地が対象

(37.5%)

(9.4%)

(46.9%)

(25.0%)

12団地

3団地

15団地

8団地
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問１７．建替えが困難な理由

・全ての団地が３つ以上の理由を選択しており、
複合的な理由で建替えが困難であることがわ
かる。

※問１６.で「３」と回答した団地が対象

問１６．建替えの検討

・建替え決議済の団地は約4％であるが、検討
を行っている団地は約20％と、一定数建替え
による再生を検討をしている団地がある。

6

5

4

0

6

6

0 1 2 3 4 5 6 7

１．各区分所有者の負担が過大であった

２．仮住まいや引っ越しの問題が解決できなかった

３．現在の団地への愛着が深い

４．立地特性から事業協力者が見つからなかった

５．区分所有者間の合意形成が図れなかった

６．その他

建替えが困難な理由（n=6）
※複数回答可

(100.0%)

(83.3%)

(66.7%)

(0.0%)

(100.0%)

(100.0%)

5

23

7

80

0 50 100

１．管理組合として建替え決議に向けて本格的に計画の

検討を行うことを総会等で決議済

２．管理組合区分所有者の有志で建替えの検討を行っ

ている

３．検討したが建替えに至らなかった

４．検討していない

建替えの検討(n=113)

※一部団地において複数回答あり

(20.4%)

(4.4%)

(6.2%)

(70.8%)

5団地

23団地

7団地

80団地

6団地

5団地

4団地

6団地

6団地

0
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問１９．直近の団地総会における出席率
※出席率には委任状や議決権行使書の提出者も含む

問１８．団地総会における各区分所有者の議決権の割合

・「住戸１戸につき各1個」の団地が約97％と
なっている。

2.6% 96.5% 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

団地総会における各区分所有者の議決権の割合（n=114）

１． 土地の持分の割合（住戸専有面積比等）

２． 住戸1戸につき各1個

３． 価値割合（階層や位置等で異なる）

４． その他

39

35

14

12

14

0 10 20 30 40 50

１． ～１００％

２． ～８０％

３． ～７５％

４． ～６７％

５． ～５０％

直近の団地総会における出席率

（n=113）

※一部団地において複数回答あり

(34.5%)

(31.0%)

(12.4%)

(10.6%)

(12.4%)

（3団地） （110団地） （1団地）

39団地

35団地

14団地

12団地

14団地
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問２０．総会や区分所有者集会における問題

・少数ではあるが、「管理規約に定める出席数
に満たなかったことがある」や「総会の招集な
どが直接的に通知ができない」といった課題
を持つ団地があった。 5

5

7

75

25

0 20 40 60 80

１． 無関心者、不在者が多く、委任状や議決権行使書も提出されず、管理規

約に定める出席数に満たなかったことがある

２． 居所が分からない組合員がいて、総会の招集などが直接的に通知ができ

ない

３． 議事を問わず特定の棟に反対者が多い

４． 問題となった事項はない

５． その他

総会や区分所有者集会における問題

（n=111）
※複数回答可

(4.5%)

(4.5%)

(6.3%)

(67.6%)

(22.5%)

5団地

5団地

7団地

75団地

25団地
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問２１．活用を検討したい団地の再生手法

56

29

33

51

10

3

17

31

0 10 20 30 40 50 60

１．維持保全のみ

２．耐震改修

３．グレードアップ改修

４．建替え（従来型）

５．敷地売却

６．敷地の一部売却

７．建替え（従来型）＋敷地の一部売却

８．再開発事業での建替え

団地の再生手法（n=104）
※複数回答可

(53.8%)

(27.9%)

(31.7%)

(49.0%)

(9.6%)

(2.9%)

(16.3%)

(29.8%)

56団地

29団地

33団地

51団地

10団地

3団地

17団地

31団地


